
          

平成 28 年 2 月 12 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ジェイホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 澤畑 輝彦 

    （コード：2721、東証ジャスダック） 

問合せ先 取締役 高木 宏 

      （TEL．03－6430－3461） 

 

第三者委員会による第三者委員会による第三者委員会による第三者委員会による調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書のののの受領に関するお知らせ受領に関するお知らせ受領に関するお知らせ受領に関するお知らせ    

    

当社は、平成 27 年 12 月 21 日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」にて公表致しま

したとおり、当社役職員の法律知識の不足等を原因とする社内手続き及び適時開示の不備

が発生したことから、今回問題となった取引をはじめ、過去に同様の事案の発生の有無に

ついて事実関係を確認するとともに、問題点を調査分析することが必要であると判断し、

当社と利害関係を有さない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、調査を進

めてまいりました。 

今般、第三者委員会より、平成 28 年 2 月 12 日付にて調査の結果判明した事実関係及び

問題点の指摘と再発防止のための提言を目的とする調査報告書（以下「本報告書」といい

ます。）を受領致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

                   記 

 

１．本報告書の内容 

第三者委員会より受領した本報告書の内容につきましては、「調査報告書」のとおりであ

ります。 

 

２．第三者委員会の調査結果を受けた当社の対応方針 

当社は第三者委員会の調査結果を真摯に受け止め、指摘されている事項及び再発防止の

ための提言に沿って、必要な改善措置を講じてまいります。 

具体的な改善措置の公表につきましては、平成 28 年 3 月下旬を予定しております。 

 

なお、今回の調査の結果、適時開示が必要であるにも関わらず、適時開示がなされてい

ない事案が２件識別されました。当該事案については、本日付け「資金の借入に関するお

知らせ」として開示を実施致しました。 



３．今後の見通し 

第三者委員会による調査対象期間は、過去 5 年間（平成 23 年 1 月 1 日～平成 27 年 12

月 31 日）の資金取引を対象とし、社内手続違反及び適時開示義務違反の有無について調査

を実施致しました。なお、当該調査の結果を受けて、平成 27 年 12 月期及び過年度の財務

諸表及び連結財務諸表の訂正が必要となる事項は識別されておりません。 

株主様、投資家をはじめ取引先及び市場関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配を

お掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。今後は全社をあげて改善措置を実行

し、信頼の回復に努めてまいりますので、何卒ご理解頂き、倍旧のご支援を賜りますよう、

宜しくお願い申し上げます。 

 

以 上    
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